
議案第８５号 

芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例中一部改正の件 

芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例を次のとおり一部改正しようとす

るものであります。 

令和７年３月４日提出 

芽室町長 手 島  旭 

芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例の一部を改正する条例 

芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例（平成17年条例第28号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１中「 

上芽室農業研修センター 芽室町上芽室南３線16番地の１ 

」を「 

上芽室コミュニティセンター 芽室町上芽室南３線16番地１ 

」に改める。 

別表第２中「 

上芽室農業研修セン

ター 

研修室 (62) 280 

教養娯楽１号室（和） (24) 110 

教養娯楽２号室（和） (16) 70 

調理実習室 (31) 140 

」を「 

上芽室コミュニティ

センター 

大集会室 (58) 260 

中集会室 (24) 110 

調理室 (20) 90 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

説 明 

コミュニティセンターの再整備に伴い、本条例を改正しようとするものであります。 
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芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

 

別表第１（第２条関係） 

 

別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

－略－ －略－ 

上芽室コミュニティセンター 芽室町上芽室南３線16番地１ 

－略－ －略－ 
 

名称 位置 

－略－ －略－ 

上芽室農業研修センター 芽室町上芽室南３線16番地の

１ 

－略－ －略－ 
 

 

別表第２（第６条関係） 

 

別表第２（第６条関係） 

施設名 室名（ｍ２） 
使用料（１時間

につき）（円） 

－略－ －略－ －略－ 

上芽室コミュ

ニティセンタ

ー 

大集会室 (58) 260 

中集会室 (24) 110 

施設名 室名（ｍ２） 
使用料（１時間

につき）（円） 

－略－ －略－ －略－ 

上芽室農業研

修センター 

研修室 (62) 280 

教養娯楽１号室（和）(24) 110 
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改正案 現 行 

 調理室 (20) 90 

－略－ －略－ －略－ 
 

教養娯楽２号室（和）(16) 70 

調理実習室 (31) 140 

－略－ －略－ －略－ 
 

   附 則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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